
社会保障II　2025年11月17日（月）3限目 13:00 ～14：30 　講義室 304
第５回【医療保険制度の沿革と概要】日本の医療保険制度の歴史的変遷、全体像、第5章第１節医療保険制度の概要(3)保険給付の種類と内容(4)医療保険の各制度の財源と保険財政p.123-130 　
●リアクションペーパーII＃5
学科名　　　　　　　　　学年　　　　学生番号　　　　　　　氏名　　　　　　　
日本の医療保険制度について、間違っている番号を４つ選び、その箇所にアンダーラインを引きなさい。間違い：2.3.6.7.9.10

1. 公的医療保険制度の給付には医療給付と現金給付がある。
2. ☓公的医療保険制度の医療給付には医師による治療などの現物給付であり、支払いは全額自己負担分である。⇒自己負担分のみである。通常、3割負担。
3. ☓公的医療保険制度の医療給付には、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費などは全額立替払いの後、負担割合分を差し引いた金額の支給を受ける高額療養費制度と自己負担限度額（目安21,000円以上の支払い）を超えた分が払い戻される療養払い（償還払い）がある。⇒療養払い（償還払い、高額療養費制度
4. 公的医療保険制度の現金給付には、就業や労務に起因する休業補償的なものとして、傷病手当金がある。けんぽのみ・賃金なしのみ。休業４日目から通算1年6ヵ月月額の３分の２。ただし【労務また通勤を原因とする】事故・災害は労働者災害補償保険（労災保険）の給付となる。
5. 公的医療保険制度の現金給付には出産手当金ある。被保険者（本人）が出産で給与が得られない場合に支給（休業補償）、けんぽのみ・賃金なしのみ。産前42日目から出産翌日56日目まで休業期間のみ。月額の３分の２、
6. ☓公的医療保険制度の現金給付には出産育児一時金がある。被保険者（本人）・被扶養者の出産に対して支払われる。けんぽのみ・賃金なしのみ。１児50万円。医療機関等に対して直接支払。⇒健保にも国保にもある。
7. ☓公的医療保険制度の現金給付には移送費もある。通院時の交通費に対する支払い。領収書＋医師の意見書が必要＊救急車は無料。⇒緊急移送時の費用に対する
8. 公的医療保険制度の現金給付には埋葬料もある。けんぽのみ５万円。国保は「葬祭費」２年以内札幌市３万円
9. ☓被用者保険（健康保険）は、加入者の平均年齢が高く1人あたりの医療費が相対的に高いが、加入者の平均所得は低く、加入者1人あたりでみた平均保険料も低い。被用者保険に加入できない人が集まるため国民皆保険の「最後の砦」といわれている。⇒国保（市町村国保）
10. ☓国保（市町村国保）は加入者の平均年齢が相対的に低く、１人あたりの医療費も少ない。また組合健保、共済健保は加入者の平均所得が相対的に高く保険料収入も安定しているが、後期高齢者医療制度や前期高齢者医療制度のための負担増で財政が赤字になるところも出てきている。⇒被用者保険（健康保険）。
11. 後期高齢者医療制度は、国、都道府県などの公費で５割、現役世代からの後期高齢者支援金で約４割、高齢者の保険料で約１割（実際には低所得への軽減措置などから１割を切る。）となっている。


